
徳島市立中学校における運動部活動の方針

平成 30年 5月

徳島市教育委lt全

本方針策定の趣旨摯

く運動神
`動

の意表 >
0学校の運動部活動は スボーツに興味 閂心の″,る 司,の■徒が参加 し `[“ 「

の責任イ (以 下 咆 動詢∫顧問1と いう.,′)指導の下 学校教育の 環として行|,

枷 我か日のスボーシ振興を大きく支えてきた

O体力やFl tの 向上を図る日|lll″卜にも 其年

“

と,,交‖[の 中で 生徒同十ゃ生徒と

教‖|■ との好ましい人間関係の構築を図った 0 年習意欲の向 Lや 自己肖定感 責

`感
 連帯感の涵養に資するな

= 
生tの 多様な学びの場として 教育1憶義が大

きlヽ

く部活動171位 置付け>
〇中学校学習指導要領 (平成 20年 3月 公示)"1章 ―算 5-1-ウ

教育課社外の学■教育活動と教育課■の関連が図られるように留意するもの

とする 特に 生徒の白主的 自発的な参加により行われる部lr動については

スポーツや文化 ¬学年に

"し
ませ 学習ぎ欲の向 |や責任感 連帯感の柄養

等 ■サ教育が日11す 0質 能力の育llに資する1,の であり ■枝″すの 一環

として 救育課程との関連が図られるよう留意すること その時 学tや地域

の実態に1よ じ 地域の人々の協力 社会教育施設やlL会教育関係団体等のを極

団体との遼llkな どの運営上の工大を行い ■続可i.な連営体市1が整えられる た

う|こするものとする.

く運動部活動の現状 と1黒睡>
O今 日においては 社会 社済の変化等によ り 教育等に問わる諄趣が複雑イヒ 多様

化 し ■伎や教師だけでは解決することができない課廻が増えている とりわけ

少子化が進展する中 進動都活動においては 従前 と同様の通常体制では祉■は軽

しくなつてきてお り 単枝やlt,に よつて t●■の危機にある

0生徒が生工にわたうて豊かなスボーツライフを実■する資質 に力を育む■■ とし

て 延動部活動を持綻可能なものと

'る
ためには 各自のニーズに応 じた連動 ス

ポーツを行 うことができるよう 速やかに 工動
=F活

動の■ ,方に関 し 披本的 r・

改革に取 り

"lむ

必要がある

く本方tt策 定の趣旨>
O平成 30年 3月  スit― ツ庁は 唾 動部活動のた り方に関する結合的なガイ トラ

イン]を 策定 した その「前文Jの 中では 上記の 鴨 動部活動のi詢 ス「運動

部 i舌動の■状と課題 J′
'よ

うに れ活動。)教市的意義の大きさを認めつつ 1, 教育



課題の複詢 ヒ 多様化 教餞員の多忙化 少子イヒ牛の今 日Hlな 課題に対応 していく

ことの国難さt,指摘 し 延動部活動の● り方に関 して 披本的な改革の必要性がホ

された

Oこ の 「ガイ トラインJでは 都道府県に対して 「運動部活動の在 り方に関する方

,IJを策定することを求め 1,区町村教育委員会等の学校設置‐
~に

対 して て, fサ

置|る学校に係る運動部活lIの 方′IJを策定することを求めている.

Oこれを受け 徳島市教育委員会では 国の「ガイ ドラインJに員Jり  県の 「方針 J

を参考にして 「徳島市立中学校連動 f活動の方針Jを策定 した 本 「方針Jに基

づいて `学 校で行われる運動部活動が ll々 な課題をlF決 しつつ よリー層効率

的 効果的に行わ力 J:従の健全な成長を支た こ力までll卜 の成果が Lが ること

を期待 している

2 適切な壺音0ための体制整備

(1)運動部活動の方針の策定等

くに島市教育委員会>
O唾 動部活動の在 ,方 に関する方針J(徳島県教育テ員会)を 参考に 「徳島市立

1'■枝における[動部活動の方ttJを 策定する.

0`半●において運動
`活

lJjの 活動方針 計画の策定年が効■|,に 行えるよう 簡素

で活用しやすい様式のF成等を行う.

く各学校>
O枝長は 「徳島市立中学校における運動南活 Tllの 方lTJ(徳島市な脊委員会)に 則

り 毎年度 「学校の運動部活動に係る活動方御Jを策定し 活動方針及び活動計

画等を各学tlの ホーム人―ジ のヽ掲載等により公表する

0還勁部顧問は 年間の活動計画 (活動日 本養日 参加予定大会日程等)等を

『

成

し ,長に提口する

(2)指導 運営に係る体制の構築

く

`学
校>

O枝長は 生徒や教師の数 部活動指導員の洒こ置状況を踏 iえ  指導内容の充実 生

従の安全の確保 教ITの具1キ間勤務の解消等の質点から円滑に運動部商 ljを 実施で

き/.よ う 適正な数の運動部を設置する

O校■は 運動部顔間の決定に当た oて は 枝務全l●の効率的 効果|,な実施に鑑み

教師の他のな務分彗や `F活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど 適切な

技務分■となるよう留意するとともに 学●全体としての適切な指導 返誉及び管

理に係る体制の相案を図る

O校長は 各運動部の活動内容を把握 し 上従が安全にスボーツ活動を行い 教師の

負担が過度となにないよう 適青: 指導 t正を行 う.

0●長は 教
''の

運動部活動^の間与について 「学●における仙き方改革に関する

緊急対策 (平成 29年 12月 26口 文部rl■大F決定)J及び「学校における働き方

改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務峙問管理等に係



る

“

れの位底について (平成 30年 2月 9日 lrけ 2,文利初第 437号 )∫ を踏 まえ

よ令に,1り  業務改善及び鋤務時い管理等を行 う

く徳島市教育委員会 >
○

`学
技のJl,や教11の数 部l.r動指ヽ員の配置状況や校訪分担の実LL等 を踏まえ

部活動指導員を学校に配置する

なお 部活動躊 員のl■用 配置に当たっては 学校教育について理解 し 道切

な指帯を行 うために ,F活 動のl‐ 置づけ 教育|1意義 t々の発営段階に応 した■

■的な指導 安全の確保や事故発生後の対応を適切に行 うこと 生従の人格を傷つ

ける言動や 体罰は いかなる場合 ,ヽ.fさ れないこと 服碕を運守すること等に関

し "用前及び任用後の定期において研修を行う。

く徳島県教育委員会 徳島市教育委員会 >
O運動部顧岡を対象とするスボーツ指導に係う力識及び実技の質の向上並びに学校の

管理職を対象とする迅動部活動の適t嚇 営に係る実効性の確保を図るための研 l●
‐

等の取れを行 う

合理的てかつ効率的 効果的な活動の推進0ための取組

(1)適切な指導の実施

く各学校>
○校長及びt鰤部顧|・lは 運動割

`活
動の実施に当たって ■ 県教育委員会が平成 26

■ 3月 に作成した「運動H幡勁指導指針Jに則 , 生徒の心身の健康管菫 スボー

ツ障害 外傷の予防や′`ランスのとれた学校生活 のヽ配慮等を含む)●故1方■ (活

動場ffTに お ナろ施設 設備の点検やl■動における●全対策年)及び体罰 ′ヽラスメ

ントの恨

“

を微底する

0運動部商・lは スポーツE il学の兄地からは トレーニング効果を得るために体

養を適切に取ることが必要であること また 過度の練習がスボーツ障首 外傷の

リスクを高め 必ず しも体ツサ 運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解

するとともに 生徒の体力の向 Lや 生[を通してスボーンに親しむ基礎を培うこ

とができるよう 生徒とコミュニケーションを「 分に図り 生従が′` ―ンアウトす

ることなく 技■や記録の向■等それてねの日標を達成できるよう 競技種目の特

性等を踏まえた利学
`つ

トレー=ン グの材極||な 導入年により ・ 1養 を適切に取りつ

つ 7● 峙|●lで効果が得られる指導を行う また 専門的力見を有する保健体育I● 当

の講師や美護教論等と遊llt 脇力し イさ走の個人丼や女子の成長J"における体とし

の状態等に関する正しい知識を得た ■で指導を行う

く●島市教育委員会>
○学校におけるこれらの政組が徴FLさ れるよう

支援及びI旨導 是正を,う .

4 適切な休姜日等の設定



(1)体養日の.1定

く■,01>
O週 当たり2日 以上の体養日を設ける

平日は少なくとも 1口 をlt美 日とする。

上嘔 日及び日曜 日 (以 F「迪末Jと いう.)は少なくと ,ヽ1日 ll上 を

体養日とする

週末に大会,加等で活動 した場合は 休養 日を他の日に振 り替える

く長期休業■>
0■幼中のll tt Hの 設定に準 した扱いを

`,う

.

()生 徒が十分な体養をとることができるとと1,に  進動部活動以タトにも多

様な活動を行 うことができるよう ある程度長期の体主期間 (オ フシー

ズン)を設 する.

(3)適切な体養日等の徹底

くF.島 1教育チ員会>
oい 島市立中学●における遣 l嘲活動の方針Jの策定に当たつては [l■動椰活動

の在り方に関する方まIJ(徳島県教育´員会)を参考に 体表ΠF_び活動時間等を

設定し 明記する よた 4学校の方IIヽ.運用に関し 道宜 支援及び指導  P・ 丁

を行う

(各学校>
O校長 i「学校の運動部活動に係る活動

',,IJの
策定に当たつては い 島liサ 中

学技における運動部活動の方f向 (徳島市教育テ員会)にⅢり `還 n部の体ヽ日

及び活動時間ヽを設定し をヽまする また イ運動部の活動内容を把握し 適宜

指導 [正を行う牛 その運用を徹底する

×ll贅 日及び活動時間等の武tについてま 地域や学レの実[を踏■えた■夫として

定期試験前後の t'"問+ 運動部共通 学校全体 市町村共通の部澪勁体,日 を設

けることや 週間 月間 年間●イ立での活動

“

度 |1間 の日安を■
~め

ることも考えら

れ /●

(2)活動時間の設定

<l日 の活耐 問 >
0平 日は長 くとも2時 l・l,質 とする

O学枝の体業日 (学期中の週末を合,■)■ 3時 間r_Eと する

Oで きるだけ短時 嗣に 合理的てかつ勁某||な活動を′iう

O早J薇習については 放課ttの 練習か 充分に確lTで きる場合は 原則

●して行1,な いこととする



生徒のニーズを躇まえたスボーツ■,の整備

(1)生徒のニーズを踏まえた運動部の設置

く告学校 >
○伎長は ホ県か ■口と同llkに 生徒の 1週 lllの 総運動ⅢⅢlか男女ともに■極イしの1人

ユにあり 中学 2年生′子の 1週間の運動時間が 0分の割合が 111を 超えているこ

と また 生

`t`,運

動 スボーツに関する‐―ズが 競技力の1上 ll外 にも ●達

と楽 しめる 適度な頻度で,え る等多様である中で ■在の運動部活動が 女 |や

障がいのある生徒等 t,含 めて 生ltの 清在的なスホーツニーズに必ず し1,Iさ えられ

ていないことを踏まえ 生徒の多様なニーズに応 した活動を行 うことができる運動

部を設置する

く徳島市教育′員会>
O少子化に伴い 単一の学校では特定の競技の運動詢

`を

設けることができない場合に

は 生徒のスボーツ活動の機会が損なわltる ことがない |う  複数校の生従が拠点

校の連動詢;活動に参加する牛 合同詢活動等の取担をht進する

(2)地域 保護者等の連携

く●島県教●4員会 は島市教育委員会 娑長 >

04,従のスホーツ耐iのた,の■点から 学校や地域の実態に応して 地域のスポー

ツ団体との連携 ll護者の理綺́と協力 民間事業者の活用等により ■tと lL拉 が

と(,に子どもを育てるという It 11に 立つた 学t‐ と地域が協働 融合した形での地

域にお するスポーツ環境整備を進める

O■枝と地域 保議 が共 ■子どもの健今な成長のための教育 スポーツniの充実

を支
=す

るパー トナーという考えの 卜で こうした取れを推進することについて

保i,者の理解と協力を促す.

(徳 弓市教育委員会>
O学校管理下ではない社会教育にl‐置付けらわる活動については ■様保険 のヽ力]入

や ■●の負担が増llし ないこと等|こ 留意しつつ 上従がスポーシに視 しめる
=FI

が確保できるよう 学校体育施設開1/事業を推進する

6 学技単位で

'加
する大会等の見●し

く

“

島県中学校体す道盟 徳島li教育チ員会>
0■枝の運動部が動 ]する大会 試合の全体像を把握 L 週末等に開催される様々な

大会 議合に参¬することが ■従や連勁椰頭間の過にな負11と ならないよう 大

会等の流応合等を主催きに要請すると共 = `学校の運動部が参力,する大会数の上

限の H安等を定め‐..

く各■t支 ,

O技長は 県中学校体育述盟及び徳島市教育テ員会が定める大会数の目安年を踏まえ

生徒の教育 Lのせ義や 生徒や運動詢,顧間の負担が過度とならないことを考1こ して

参加十 /● 大会等をお下する


